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はじめに 
 

 １ 計画策定の趣旨 

   子どもは物語が大好きです。平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災 

の後、全国から被災地に寄せられた本や絵本が、不安に直面している多くの子 

どもたちの心のよりどころとなり、生きる希望を与えました。 

読書活動は、まだ字が読めない赤ちゃんの頃に本を読んでもらうことから始 

まります。子どもは、読書活動を通して言葉を学び、感性を磨き、表現力を高 

め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていきます。 

子ども時代の読書は、教養・娯楽・情報収集といった大人の読書とは異なり、 

子ども一人ひとりの知的・情緒的・精神的発達のうえで非常に大きな役割を果 

たし、子どもが心身ともに健やかに成長していくために欠かせないものです。 

 しかしながら、近年、子どもを取り巻く社会環境は急激に変化しています。 

インターネットや携帯電話等の情報メディアが急速に普及し、多くの情報が氾

濫するなかで、生活環境の変化、価値観の多様化等による、子どもの「読書離

れ」が指摘されています。 

   こうした状況に対し、所沢市では、子どもの読書活動を推進するため、平成 

21 年 3 月に「所沢市子どもの読書活動推進計画」を策定し、さまざまな取組 

を進めてきました。同計画が平成 25 年度に最終年度を迎えることから、ここ 

に「第２次所沢市子どもの読書活動推進計画」を策定し、引き続き子どもの読 

書活動の推進に取り組んでいくものです。 

 

2 計画の対象 

  この計画の対象は、おおむね 18 歳以下の子どもとします。また、子どもの 

  読書活動の推進に関わる保護者、教育・福祉・保健関係者等も対象に含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 

★電子書籍の扱いについて★ 

 平成 25 年 5 月に策定された国の「第三次子どもの読書活動の推進に関する計画」

は、第二次計画期間における課題として、「新しい情報通信技術を活用した読書環境

の拡大」という項目を挙げ、初めて電子書籍について言及しています。 

確かに、これらの新しい媒体は子どもの読書環境にも大きな影響を与える可能性

があります。しかしながら、インターネット等の情報通信媒体は、子どもにとって

有害な情報等へのアクセスにつながる可能性もあることなどから、電子書籍を子ど

もの読書活動推進の対象とすることには今なお課題があると考えます。 

 今後、さらに普及が予想される電子媒体による読書活動についても研究を進めて

いきますが、現時点では、本計画は、紙媒体による書物を基本的な対象とします。 
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3 国・県の動向 

   国は、平成 13 年 12 月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」を定め、 

  子どもの読書活動の推進に関する国及び地方公共団体の責務等を明記し、関連 

  する施策を総合的かつ計画的に推進することとしました。そして、この法律に 

  基づき、平成 14 年 8 月に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」 

  を策定しました。同計画は時代に合わせて改訂を重ね、平成 25 年 5 月に、第 

  三次計画が策定・公表されたところです。 

   これを受けて、埼玉県は、平成 16 年 3 月に「埼玉県子ども読書活動推進計 

  画」を策定し、平成 21 年 3 月には第二次計画を策定・公表しています。 

  
年 月 国 県 

平成11年  8月 
平成12年を「子ども読書年」とする
衆参両院決議 

 

平成12年  5月 
国立国会図書館の支部図書館「国際子
ども図書館」開館 

 

平成13年12月 

「子どもの読書活動の推進に関する
法律」公布・施行 
 
「子ども読書の日*」の制定 

 

平成14年  8月 
「子どもの読書活動の推進に関す
る基本的な計画」策定 

 

平成16年  3月  
「埼玉県子ども読書活動推進計画」
策定 

平成17年  7月 「文字・活字文化振興法」成立  

平成18年 12月 「教育基本法」改正  

平成19年  6月 「学校教育法」改正  

平成20年  3月 
「第二次子どもの読書活動の推進に
関する基本的な計画」策定 

 

平成21年  3月  
「第二次埼玉県子ども読書活動推進
計画」策定 

平成25年  5月 
「第三次子どもの読書活動の推進に
関する基本的な計画」策定 

 

 

＊子ども読書の日：子どもの読書活動の推進に関する法律により、国民の間に広く子どもの読書活動について

の関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、ユネスコが「世界

本の日」としている 4 月 23 日を”子ども読書の日“と定めた。 
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 4 計画の位置づけ 

   国の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」及び埼玉県の「埼玉 

  県子ども読書活動推進計画」の内容をふまえています。また、市の最上位計画 

  である「所沢市総合計画」に沿った計画です。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 5 計画の期間 

  この計画の期間は、平成 26(2014)年度から平成 30(2018)年度までの５年間 

  とします。  
 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

第５次所沢市総合計画 

  基本構想（８年） 

  前期基本計画（４年） 後期基本計画（４年） 

所沢市教育振興基本計画   基本計画（８年） 

所沢市図書館ビジョン     図書館ビジョン（６年） 

所沢市子どもの読書活動推進計画 推進計画（５年） 第２次推進計画（５年） 

 

市 

埼玉県子ども読書

活動推進計画 

第２次所沢市子どもの読書活動推進計画 
（平成 26～30 年度） 

 
子どもの読書活動の推進

に関する基本的な計画 

・所沢市教育振興基本計画       ・所沢市次世代育成支援行動計画 

・所沢市図書館ビジョン        ・所沢市生涯学習推進計画 

・所沢市放課後こども健全育成基本方針 

 

関連計画  

第５次所沢市総合計画 

（平成 23～30 年度） 


